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耐震リフォームの
支援制度について

お得に安心を！

一般社団法人
住宅リフォーム推進協議会

庄司 桂弥

国 の 支 援 ・減税 ・補助

・補助 ・融資
・利子補給 ・専門家派遣
・その他

公 的 融 資
・住宅金融支援機構に

よる融資

支援制度の主な種類

地 方 公 共 団
体 の 支 援
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所 得 税
の 控 除

・所得税とは、1月1日～12月31日までの

1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)

・一定のリフォーム工事費用に応じて、所得税が控

除される制度

・固定資産税とは、保有する土地や建物等の
評価額に応じて課税される税金(地方税)

・一定のリフォーム工事をした家屋の固定資産税が

減額される制度

贈 与 税 の
非 課 税 措 置

・贈与税とは、個人が受けた贈与に係る税金(国税)
・親や祖父母などの直系尊属から住宅取得や

リフォーム工事の資金を受けた場合に、一定金額
まで贈与税が非課税になる制度

減税制度の主な種類

家 屋 の
固 定 資 産 税
の 減 額
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減税制度の種類・対象となるリフォーム

耐 震 リフォーム バリアフリー リフォーム

省 エ ネ リフォーム

給排水管・雨水の侵入防止

同 居 対 応 リフォーム

長期優良住宅化リフォーム その他の増改築等

質の高い住宅
にするための
リフォーム

※減税制度の種類によって、対象となるリフォームは違います。
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耐 震 リフォーム バリアフリー リフォーム

省 エ ネ リフォーム 長期優良住宅化リフォーム

耐 震 リフォーム バリアフリー リフォーム

省 エ ネ リフォーム

その他の増改築等

所 得 税
の 控 除

家 屋 の
固 定 資 産 税
の 減 額

贈 与 税 の
非 課 税 措 置



所得税の控除は3種類

リフォームローン
要 件

ローン利用の
有無によらない

制 度 名

投資型減税

ローン型減税

住宅ローン減税

・ローン利用
・５年以上の

償還期間

・ローン利用
・１０年以上の

償還期間

１年間

控除期間 控除率

５年間

10年間

国が定める該当
工事費用の１０％

該当工事費の2％
＋特定工事分の
ローン残高の1％

該当工事分の
ローン残高の１％

概 要

4

省エネ、バリアフリー
工事と共にする場合のみ

注）控除額の計算は、該当工事内容が細かく決めれているため
専門家にご相談願います。

所 得 税

の 大控除額

①投資型：
・耐震、省エネ、同居対応：各25万円

※省エネで太陽光併設の場合は35万円
・バリアフリー：20万円

②ローン型減税(控除5年間)：62.5万円(12.5万円/年)
③住宅ローン減税(控除10年間)：400万円(40万円/年)

家 屋 の

固 定 資 産 税

の 軽 減 率

・耐震：1/2
・バリアフリー、省エネ：1/3

※バリアフリーと省エネの併用：2/3

※耐震か省エネリフォーム工事に加えて、長期優良住宅
化リフォームを行い、増改築による長期優良住宅の認定
を受けた場合：2/3

贈 与 税 の
非 課 税 枠

・質の高い住宅：1,200万円
・一般：700万円

減税限度額 等

※これら３種類は組み合わせて併用ができます 5

※控除額が所得税の納税額より高い場合は、納税額が上限となります。



工事の内容
所得税の控除 固定資産税の

減額
投資型減税

現行の耐震基準に適合する
耐震改修工事であること

○ ○

改修工事費用が50万円超で
あること

○

P.21

対象となる工事

耐震リフォーム

❶ 国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額
※1

－補助金等
※2

❷ 250万円（控除対象限度額）

所得税・投資型減税

控 除 額

控除期間 1年 改修工事を完了した日の属する年分

❶または❷のいずれか少ない額×10％＝

改修後の居住開始日が
平成18年4月1日～平成33年12月31日

大控除額：25万円制度期間

要 件
所得税の控除 固定資産

税の減額投資型減税

自ら居住する住宅であること ○

昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
（改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること）

○

昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること ○

当該家屋に係る固定資産税額の1/2を軽減（1戸あたり家屋面積120㎡相当分まで）

固定資産税の減額

1年度分 工事完了年の翌年度分

工事完了期間 平成18年4月1日～平成30年3月31日 減額：1/2を軽減

控 除 額

控除期間

住宅等の要件

※1 複数の工事を行う場合は、国が定めた工事ごとの標準的な費用の額の合計額が、当該標準的な費用の額となります。
※2 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。

※ 同じ年でのバリアフリーリフォーム、省エネリフォームによる固定資産税の減額を併用できません。
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新築も対象

P.30・31

第1号工事 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替

第2号工事 マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過
半について行う修繕または模様替

第3号工事 居室・調理室・浴室・便所・その他の室（洗面所・納戸・玄関・廊下）のいずれかの床または壁
の全部についての修繕・模様替

第4号工事 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替

第5号工事 バリアフリー改修工事（以下①～⑧のいずれかの工事）
①通路または出入口の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良
⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え

第6号工事 省エネ改修工事（改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の
①または①の工事と併せて行う②から④の工事。地域区分毎に要件が異なる。）
①窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事 ②天井及び屋根の断熱改修
③壁の断熱改修 ④床の断熱改修

対象となる工事 住宅等の要件

住宅ローン減税

次の第1号〜第6号工事のいずれかに該当する改修工事で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評
価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明（「増改築等工事証明書」）がされたものであること

自ら所有し、居住する住宅であること

床面積の1/2以上が居住用であること
（併用住宅の場合）

改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること

改修工事後の床面積が50㎡以上であること

対象となる改修工事費用から補助金等※1の額（平成23年6月30日以後契約分から）を控除した後の金額
が100万円超であること

居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること（併用住宅の場合）

所得税減税 改修後の居住開始日が

平成21年4月1日～平成33年12月31日 大控除額：400万円制度期間

改修後、居住を開始した年から10年（償還期間10年以上のリフォームローンを対象）

(リフォームローン等の年末残高 − 補助金等)×1％控 除 額

控除期間

※ 中古住宅を取得する場合の建物要件はガイド
ブックを参照
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減税制度利用の流れとポイント

工事内容が減税制度の対象となるか確認契約前

・建築士事務所に属する建築士
・その他指定機関等

証明書の
作成依頼

Ｐ.２０

契約後 請負契約書または領収書の写しは必ず保管

工事完了後
申請

必要書類が揃ったら、期日までに
市区町村(固定資産税)や税務署(所得税・贈与税)に提出

※固定資産税減額の申告は工事完了後３カ月以内に市区町村に
※所得税控除・贈与税非課税は確定申告時に税務署に
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リフォームの補助制度

４．地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度

地方公共団体が実施する各種支援制度を、都道府県・市区町村ごと、
または制度内容で検索できます。
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会のＨＰで確認できます。

ホームページホームページ http://www.j-reform.com/reform-support/

２．住宅・建築物安全ストック形成事業

Ｐ.３９

３．介護保険法にもとづく住宅改修費の支給

http://www.kenken.go.jp/chouki_r/ホームページ

１．長期優良住宅化リフォーム推進事業
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住宅リフォームに関する支援制度検索サイト

10
(一社)住宅リフォーム推進協議会の
ホームページから検索できます。

http://www.j-reform.com/reform-support/

Ｐ.３９
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住宅金融支援機構お客様コールセンター
ＴＥＬ： ０１２０-０８６０-３５、 ホームページ： http://www.jhf.go.jp 

２．住宅金融支援機構 高齢者向け返済特例制度

満６０歳以上の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または
耐震改修工事を含むリフォーム工事を行う場合が対象です。

１．月々のご返済は利息のみとなり、ご負担を低く抑えられます。
２．元金は申込ご本人（連帯債務者を含むすべてのお借入者）が亡くなったと

きに、相続人が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・
土地の処分により返済します。

●融資限度額・・・・・1,000万円
※機構が承認している保証機関が保証する額が限度額となります。
※割賦返済(元利均等・元金均等)もご利用いただけます。

リフォームの融資制度 Ｐ.３８

特長特長

１．住宅金融支援機構 中古住宅取得に併せて行うリフォーム融資

１．【フラット35(リフォーム一体型)】中古住宅の購入資金に併せて、リ
フォーム工事(工事内容に限定無し) の資金の借り入れができます。

２．【フラット35】リノベ 中古自由宅を購入して性能向上リフォームを行
う場合や、性能向上 リフォームを行った住宅を購入した場合に一定期間
の金利を引き下げます。

特長特長

【フラット35(リフォーム一体型)】、【フラット35】リノベは中古住宅の購入に併せて
リフォームを行う等の場合が対象です。
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耐震性能アップで安全･安心な住宅に

こんな健康リフォームをおすすめします！
耐震診断を受けて
みましょう

業者さん

多くの自治体が
耐震診断や耐震改修の
費用を補助する
制度を設けています

＊工事期間：７日程度〜

健康リフォームのポイント 耐震

床下の定期的な
防腐・防蟻処理で、
見えない場所の危険も
なくしていきましょう

壁のポイント補強で
建物全体の
耐震性をアップ！

＊工事期間：１日
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リフォームの
進め方とポイント

P.４〜１７

第２部

失敗しないリフォームのために
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１ 事前の準備

２ 見積の依頼

３ 依頼先を決める

４ 工事内容の詳細を決める

５ 契約をする

６ 工 事

７ 引渡し・メンテナンス

８ トラブルになったら

リフォームの流れ Ｐ.４
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１ 事前の準備

１.要望の洗い出し

２.要望の順位付け

３.情報収集

４.予算の目安を付ける

５.減税や補助制度等の検討
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２ 見積の依頼

１.インスペクション(住宅の健康診断)

２.見積依頼の準備

３.複数の業者に依頼

４.支払可能な限度額を確認
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３ 依頼先を決める

１.見積に含まれる工事内容と金額を比較

２.不明な点を確認

３.提案内容や金額等を総合的に判断
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４ 工事内容の詳細を決める

１.家具、家電、コンセント等の配置を考慮

２.ショールームで実物を確認

３.見積の調整と資金計画

４.減税や補助制度が利用できるか確認
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５ 契約をする

１.必要な契約書類と内容の確認

２.契約書を取り交わす
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６ 工 事

１.工程表の確認

２.生活面への影響を確認し、対策を立てる

３.近隣への挨拶

４.現場で現場責任者と定期的に打合せ

５.追加や変更がある場合は書面に残す

23



７ 引渡し・メンテナンス

１.竣工検査の実施

２.アフターメンテナンスの確認

３.維持保全計画について業者と相談

４.図面・保証書等を保管
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Ｐ.１３Ｐ.１５８ トラブルになったら
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悪質なリフォーム業者にはご用心!

一部の訪問販売事業者による被害が相次いでいます
おかしいなと思ったら、ハッキリと断る勇気が必要です

●モニター大幅値引き中
自社製品による外壁のリフォームをすすめ、
「今なら期間中でモニターなれば費用は半額に
する」と誘う。

●不必要なサービス
屋根の改修工事の訪問販売なのに、「いま契
約 をすればドアの取替えをサービスする」と
いう。

●執拗な訪問営業
頼みもしないのに、突然やってきて、 断って
も何回も来訪。勝手に工事図面まで持ってき
て、執拗に契約を迫る。

●強引な契約方法
「今日中に契約したら半額。明日なら通常価格
になる」と言い張り、午前0時まで居座られた。

●不安をあおる
「無料で耐震診断します」と言って上り込み、
「補修が必要。修理しないと地震の時に倒れ
る」と不安をあおられ、法外な額で契約させ
られたが、実は必要のない工事だった。
※「点検商法等」への対策として、販売目的
であることを訪問時に明示することが法律で
義務付けられています。

消費者を守る“ク－リング・オフ”制度

悪質な営業手口の例

訪問販売による自宅での契約は、法定の契約書面を受け取ってから８日間以内なら、工事着手後
でも契約を解除(クーリング・オフ)できます。
また、契約しないから帰って欲しいと希望しているのに、長時間居座るなど強引な勧誘により契
約した場合は、消費者契約法によって取り消すことが可能です。

寄りの消費生活センターに相談してみましょう。

コラム

出典：住宅リフォーム・紛争処理支援センター「リフォネット」 26

ご清聴、ありがとうございます。
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